
１０１万円
１億１２８５万円
１２００万円
９２０万円
７４６万円
２２００万円
２００万円
６７０万円
２００万円

１億２３９１万円
△２１２０万円
△６３９万円

4

あさくら市議会だより平成26年２月15日号 【12月定例会】

会期日程

１２月定例会１２月定例会

○会期の決定
○会議録署名議員の指名
○議案等の上程
○提案理由の説明
○請願紹介議員の説明
　（考案日）
○一般質問（５人）
○一般質問（４人）
○議案等の質疑
○議案等の委員会付託
◇常任委員会
　（事務整理日）
○議案等の審議
　（委員長報告・質疑・
　　　　　　　討論・採決）
○追加議案等の上程
○提案理由の説明
○追加議案等の審議
　（質疑・討論・採決）
○諸般の報告

12月 5日

6・9日
10日
11日
12日

13・16・17日
18・19日

20日

議案等の詳細な調査や審
査を委員会に委ねること
を「委員会付託」といい、
付託された委員会は審査
の結果を本会議で報告し
ます。ここでは各常任委
員会で審査された案件の
一部を掲載しています。

詳
細
か
つ
慎
重
な
審
査
を

委
員
会
付
託
案
件

　

平
成
25
年
第
５
回
定
例
会
は
、

12
月
５
日
に
招
集
さ
れ
、
20
日

ま
で
の
16
日
間
の
会
期
日
程
で

開
会
し
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
市
長
か
ら
24
件
の

議
案
が
上
程
さ
れ
、
提
案
理
由

の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

ほ
か
、
請
願
書
１
件
が
上
程
さ

れ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
９
人
の
議
員

が
質
問
に
立
ち
、
市
の
政
策
に

対
し
て
執
行
部
と
活
発
な
議
論

を
行
い
ま
し
た
。

　

上
程
さ
れ
た
議
案
は
案
件
ご

と
に
各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ

れ
、
執
行
部
の
詳
細
な
説
明
を

受
け
、
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま

し
た
。

　

最
終
日
に
、
付
託
さ
れ
た
議

案
に
つ
い
て
、
各
常
任
委
員
長

か
ら
審
査
結
果
報
告
を
受
け
、

質
疑
、
討
論
、
採
決
を
行
い
、

全
議
案
と
も
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
請
願
書
１
件
を
採
択
し

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
人
事
案
件
１
件
、

意
見
書
案
１
件
、
発
議
案
１
件

が
追
加
上
程
さ
れ
、
審
議
の
結

果
同
意
・
可
決
し
、
本
定
例
会

を
閉
会
し
ま
し
た
。

一 般 会 計
・絶滅危惧種保全事業（スイゼンジノリが生息する黄金川の環境保全事業）
・災害対応公共事業経費（農地、林道等の災害復旧事業費）
　　　　　　　　　　　（宮野地区地すべり調査委託）
・子育て支援経費（子ども子育て支援システム構築事業）
・その他の経費（前年度重度障害者医療費確定に伴う県支出金精算返納金）
　　　　　　　（身体障害者更生医療費）
　　　　　　　（身体障害者日常生活用具給付費）
　　　　　　　（長田地区揚水ポンプ改修工事）
　　　　　　　（市道甘木・堤線道路改良工事に係る損害賠償請求事件の判決確定に伴う弁護士委託）
　　　　　　　（十文字、比良松中学校校舎耐震化事業の繰越明許費から現年への予算組替）
　　　　　　　（職員の人事異動等に伴う人件費や繰出金）
　　　　　　　（その他）

国民健康保険特別会計　事業勘定
・前年度医療給付費確定に伴う国庫支出金精算返納金

介護保険特別会計　保険事業勘定
・介護保険事業計画策定事業費

下水道事業特別会計
・異動等に伴う人件費補正

４４４６万円

１５１万円

△１７８９万円

４月の消費税率８％の改定に向け
　　　　　関係する３５条例を改正
４月の消費税率８％の改定に向け
　　　　　関係する３５条例を改正
４月の消費税率８％の改定に向け
　　　　　関係する３５条例を改正

１２月補正予算
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あさくら市議会だより 平成26年２月15日号【常任委員会】

　

12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た

議
案
９
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

★
朝
倉
市
手
数
料
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

よ
り
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

に
係
る
税
率
が
平
成
26
年
４
月

１
日
か
ら
８
％
に
改
正
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
朝
倉
市
手
数
料

条
例
ほ
か
29
条
例
に
つ
い
て
、

規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

使
用
料
、
手
数
料
等
改
定
の
基

本
的
な
考
え
方
は
、
消
費
税
５

％
を
抜
い
て
算
出
し
た
「
基
準

と
な
る
額
」
に
８
％
を
加
算
し
、

端
数
処
理
と
し
て
10
円
未
満
を

切
り
捨
て
た
額
と
し
て
い
ま
す
。

特
別
会
計
・
企
業
会
計
に
お
け

る
使
用
料
の
改
定
に
つ
い
て
は
、

消
費
税
の
申
告
義
務
が
あ
る
こ

と
か
ら
端
数
処
理
を
行
わ
な
い

と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
手
数

料
の
取
り
扱
い
に
間
違
い
は
な

い
も
の
の
、
誤
解
を
招
く
恐
れ

の
あ
る
表
記
が
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
、
今
後
、
他
の
条
例
等
の
精

査
も
行
い
、
市
民
に
誤
解
を
招

く
こ
と
の
な
い
よ
う
強
く
要
望

し
、
全
員
異
議
な
く
原
案
の
と

お
り
可
決
し
ま
し
た
。

★
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　

朝
倉
市
情
報
端
末
、
教
育
用

セ
ン
タ
ー
サ
ー
バ
、
朝
倉
市
立

小
中
学
校
パ
ソ
コ
ン
教
室
等
の

情
報
端
末
を
取
得
す
る
も
の
で
、

特
に
小
中
学
校
パ
ソ
コ
ン
教
室

関
連
は
、
生
徒
、
児
童
が
パ
ソ

コ
ン
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
を
こ

れ
ま
で
以
上
に
与
え
る
こ
と
、

パ
ソ
コ
ン
教
室
の
よ
り
一
層
の

活
用
と
教
育
の
質
を
高
め
る
こ

と
を
要
望
し
、
全
員
異
議
な
く

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

消
費
税
等
の
税
率
改
正
に
伴
い

　
　
手
数
料
等
を
改
定

総
務
文
教
常
任
委
員
会

　

12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た

議
案
８
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

★
う
き
は
市
道
路
線
の
認
定
の

承
諾
に
つ
い
て

　

う
き
は
市
長
が
う
き
は
市
の

区
域
を
越
え
て
朝
倉
市
区
域
の

一
部
に
う
き
は
市
道
路
線
を
認

定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
す

る
に
あ
た
り
、
朝
倉
市
議
会
の

議
決
を
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

　

こ
の
路
線
は
、
現
在
朝
倉
市

が
杷
木
志
波
に
「
朝
倉
中
島
第

１
線
」
と
し
て
市
道
認
定
し
、

管
理
し
て
い
る
路
線
で
す
が
、

う
き
は
市
か
ら
、
同
市
が
管
理

す
る
運
動
施
設
「
ス
ポ
ー
ツ
ア

イ
ラ
ン
ド
」
へ
進
入
す
る
た
め

の
主
要
な
道
路
と
し
て
改
良
し
、

維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
市
道

認
定
を
承
諾
願
い
た
い
旨
の
文

書
が
提
出
さ
れ
た
た
め
、
議
会

の
議
決
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

審
査
で
は
、
う
き
は
市
が
市

道
認
定
を
行
っ
た
後
も
、
財
産

所
有
権
は
朝
倉
市
に
残
り
、
維

持
管
理
は
う
き
は
市
が
行
っ
て

い
く
こ
と
や
、
道
路
占
用
料
は

取
ら
な
い
こ
と
、
改
良
工
事
に

つ
い
て
朝
倉
市
の
負
担
金
は
な

い
こ
と
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。

本
委
員
会
で
は
現
地
確
認
を
行

い
、
改
良
後
は
、
う
き
は
市
民

の
利
用
が
今
以
上
に
増
え
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

全
員
異
議
な
く
原
案
の
と
お
り

可
決
し
ま
し
た
。

う
き
は
市
道
路
線
の

　
　
　
　
認
定
を
承
諾

建
設
経
済
常
任
委
員
会

　

12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た

議
案
６
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

★
朝
倉
市
浄
化
槽
条
例
及
び
朝

倉
市
火
葬
施
設
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

主
な
改
正
内
容
は
、
「
朝
倉

市
浄
化
槽
条
例
」
、
「
朝
倉
市

火
葬
施
設
条
例
」
と
も
に
、
本

来
消
費
税
が
非
課
税
で
あ
る
手

数
料
及
び
使
用
料
の
額
に
、
誤

っ
て
「
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
相
当
額
を
含
む
。
」
と
の
記

載
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
削
除

す
る
も
の
で
す
。

　

「
浄
化
槽
条
例
」
の
手
数
料

は
、
旧
甘
木
市
の
額
を
参
考
に

事
務
コ
ス
ト
を
上
乗
せ
し
た
額
、

「
火
葬
施
設
条
例
」
の
使
用
料

は
、
平
成
23
年
度
に
火
葬
場

「
香
華
園
」
が
広
域
圏
か
ら
本

市
へ
移
管
さ
れ
る
時
点
で
設
定

さ
れ
た
経
過
が
あ
り
、
ど
ち
ら

も
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相

当
額
は
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
含

ま
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
し

た
。
ま
た
、
条
例
な
ど
を
立
案

す
る
際
の
根
拠
と
な
る
法
解
釈

の
中
に
、
「
上
位
法
は
下
位
法

に
優
先
す
る
」
と
あ
り
、
今
回

の
場
合
、
上
位
法
で
あ
る
消
費

税
法
に
矛
盾
す
る
内
容
が
あ
る

条
例
で
あ
る
場
合
、
そ
の
内
容

は
無
効
に
な
る
と
の
こ
と
で
し

た
。

　

委
員
会
と
し
て
は
、
今
回
の

件
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
で
、
説
明
責
任
を
果
た

し
て
い
な
い
と
の
反
対
意
見
が

あ
り
ま
し
た
が
、
今
後
は
、
危

機
感
を
持
っ
て
、
同
じ
過
ち
が

無
い
よ
う
に
厳
重
に
注
意
し
て

事
務
を
行
う
こ
と
を
求
め
、
ま

た
、
誤
っ
た
条
例
を
こ
の
ま
ま

残
し
て
は
な
ら
ず
、
正
式
に
整

理
す
べ
き
と
の
点
か
ら
賛
成
と

の
意
見
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

浄
化
槽･

火
葬
施
設
条
例
の

　
　
非
課
税
を
確
認

環
境
民
生
常
任
委
員
会

小中学校においてこれまで
以上のパソコン活用に期待

現
地
確
認
の
様
子
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